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別紙１ 

【物品・役務の品目分類】 

種別 品目 具体例 

物品 

① 事務用品・書籍 筆記具、事務用品、用紙、封筒、ゴム印、書籍 等 

② 小物雑貨 清掃用具、防災用品、非常食、花苗 等 

③ その他の物品 
机・テーブル、椅子、キャビネット、ロッカー、寝具、

器物台等上記以外の物品 

役務 

① 印刷 
ポスター、チラシ、リーフレット、報告書・冊子、名

刺、封筒などの印刷 等 

② クリーニング クリーニング、リネンサプライ 等 

③ 清掃・施設管理 清掃、施設管理 等 

④ 情報処理・テープ起こし 
ホームページ作成、プログラミング、データ入力・集

計、テープ起こし 等 

⑤ その他のサービス・役務 
仕分け・発送、印刷物折り、筆耕、文書の廃棄、資源

回収・分別等上記以外のサービス・役務 

 

  



【調達先の分類】 

ａ 

就労継続支援Ａ型・Ｂ型 

 障害者総合支援法第５条第１５項に規定され、一般企

業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、

知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業所 

就労移行支援 

 障害者総合支援法第５条第１４項に規定され、一般企

業等への就労を希望する人に、一定期間就労に必要な知

識及び能力の向上のために必要な支援を行う事業所 

生活介護 

 障害者総合支援法第５条第７項に規定され、常に介護

を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介助等を行

うとともに、創作活動又は生産活動の機会を提供する事

業所 

障害者支援施設 

 障害者総合支援法第５条第１１項に規定する障害者支

援施設（就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行うも

のに限る。） 

地域活動支援センター 

 障害者総合支援法第５条第２８項に規定され、創作的

活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う

事業所 

小規模作業所 

 障害者基本法第２条第１号に規定する障害者の地域社

会における作業活動の場として同法第１８条第３項の規

定により必要な費用の助成を受けている施設 

ｂ 共同受注窓口 
 受注内容を対応可能な複数の障害福祉サービス事業所

にあっせん・仲介する業務を行う組織 

ｃ 

特例子会社 

 障害者の雇用に特別の配慮をし、雇用される障害者数

や割合が一定の基準を満たすものとして厚生労働大臣の

認定を受けた会社 

重度障害者多数雇用事業所 
 重度身体障害者等を常時労働者として多数雇い入れる

か継続して雇用している事業主 

在宅就業障害者 
自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自

ら行う障害者 

在宅就業支援団体  在宅就業障害者に対する援助の業務等を行う団体 

 

  




